
放射線取扱主任者定期講習の受講期間
2018年 4月 1日施行
施行規則第32条第2項

・許可届出使用者、許可廃棄業者について

・届出販売業者、届出賃貸業者について

前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内

前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内

例）2020年度に放射線取扱主任者定期講習を受けられた方の場合
→2023年度以内に受講

例）2018年度に放射線取扱主任者定期講習を受けられた方の場合
→2023年度以内に受講
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